
南越前町新型インフルエンザ等対策行動計画【概要版】

南越前町行動計画の趣旨・目的・背景

（１）南越前町新型インフルエンザ等対策行動計画とは

新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針や措置等を示すものとして、新型インフルエンザ等対策特別措置法
第８条の規定により策定する計画

（２）目的

新型コロナ対応の経験やその課題を踏まえ、次なる感染症危機対応を行うに当たっては、感染拡大防止と地域経済活動の
バランスを踏まえた、感染症危機に強くてしなやかに対応できる社会を目指す。

（３）背景

令和６年７月の政府行動計画及び令和７年３月の県行動計画の抜本改定を受け、町行動計画も策定以来初の抜本改定を実施。

（４）対象となる感染症の定義

●新型インフルエンザ等感染症（感染症法第６条第７項）

・新型インフルエンザ（感染症法第６条第７項第１号） ・再興型インフルエンザ（感染症法第６条第７項第２号）

・新型コロナウイルス感染症（感染症法第６条第７項第３号） ・再興型コロナウイルス感染症（感染症法第６条第７項第４号）

●指定感染症（感染症法第６条第８項）

当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの。

●新感染症（感染症法第６条第９項）

全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの。
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主な改定のポイント

（１）横断的視点として、３つの取り組みを実施

① 人材育成

② 県および関係機関の連携

③ ＤＸの推進

時間軸を準備期・初動期・対応期に分け、発生時に
迅速に対応できるよう特に準備期の取組を充実

（２）

旧計画（平成26年度策定）

未発生期
新型インフルエンザ等が
発生していない状態

海外発生期
海外で新型インフルエン
ザ等が発生した状態

県内未発生期

国内で新型インフルエン
ザ等が発生しているが、
県内で発生していない状
態

県内発生早期

県内で新型インフルエン
ザ等が発生しているが、
全ての患者の接触歴を疫
学調査で追跡できる状態

県内発生期

県内で新型インフルエン
ザ等の患者の接触歴が疫
学調査で追跡できなく
なった状態、または、感
染症指定医療機関の感染
症病床が満床になった時
点から

小康期

新型インフルエンザ等の
患者の発生が減少し、低
い水準でとどまっている
状態

新計画（令和７年度改定）

準
備
期

予防や準備等の事前準備の時
期

初
動
期

感染症の特徴や病原体の性状
を明らかにしつつ、感染拡大
のスピードをできる限り抑え
て、感染拡大に対する準備を
行う時間を確保するため、新
型インフルエンザ等の特徴や
事態の推移に応じて迅速かつ
柔軟に対応する時期

対
応
期

封じ込めを念頭に対応する時
期

病原体の性状等に応じて対応
する時期

ワクチンや治療薬等により対
応力が高まる時期

特措法によらない基本的な感
染症対策に移行する時期

（３）対策の基本的な考え方【対策の項目】

旧計画（平成26年度策定）

① 実施体制

② 情報収集

③ 情報提供・共有

④ 予防・まん延防止

⑤ 予防接種

⑥ 医療

⑦ 町民生活・経済の安定
 確保

新計画（令和７年度改定）

① 実施体制

② 情報提供・共有、リスク
 コミュニケーション

③ まん延防止

④ ワクチン

⑤ 保健

⑥ 物資

⑦ 町民生活および地域経済
 の安定の確保

７つの対策項目を整理し内容を精緻化
・特に実施体制、まん延防止の項目の記載の充実
・可能な限り双方向のコミュケーションに基づくリスクコミュニ

ケーションを行うことを記載
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各対策項目の考え方及び取組

対策項目 準備期 初動期 対応期

① 実施体制 ・感染症危機管理における情報収
集・分析について、利用可能なあ
らゆる情報源から 体系的かつ包
括的に収集・分析、解釈し、政策
上の意思決定および実務上の判断
に活用可能な情報を入手する体制
を構築する。

・町対策本部の設置に当たって、庁
内から応援職員を招集し、新型イ
ンフルエンザ等対策の実施体制を
迅速に構築するとともに、感染状
況等に応じて、柔軟かつ機動的に
体制の拡充等を図る。

・町内の感染状況について一元的に
情報を把握する部局を定める等の
体制を整備した上で、当該部局等
の収集した情報と県によるリスク
評価等を踏まえて、地域の実情に
応じた適切な新型インフルエンザ
等対策を実施する。

② 情報提供・共有、リスクコ
 ミュニケーション

・有用な情報源として町民等による
認知度・信頼度が一層向上するよ
う努めるとともに、可能な限り双
方向のコミュニケーションに基づ
いたリスクコミュニケーションが
できる体制整備を進める。

・偏見や差別等は、許されるもので
はなく、法的責任を伴うことにつ
いて啓発する。

・個人情報やプライバシーの保護に
留意しつつ、感染症対策に必要な
情報提供・共有する。

・偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、
町民等が正しい情報を円滑に入手
できるよう、科学的知見等に基づ
く情報を繰り返し提供・共有する。

・きめ細かいリスクコミュニケー
ションを含む周知・広報や町民か
らの相談受付等を実施する。

・双方向のリスクコミュニケーショ
ンを行いつつ、リスク情報とその
見方の共有する。

③ まん延防止 ・対策の実施にあたり参考とすべき
指標やデータ等の内容、取得方法、
取得時期等に係る国および県の検
討状況について把握し、整理する。

・町民の生命および健康を保護する
ためには町民一人一人の感染対策
への協力が重要であることの必要
性について理解促進を図る。

・町内におけるまん延に備え、町業
務継続計画に基づく対応を準備す
る。

・まん延の防止やまん延時に迅速な
情報共有が図れるよう準備する。

・町民等に対し、換気、マスク着用
等の咳エチケット、手洗い、人混
みを避ける等の基本的な感染対策、
時差出勤やテレワーク、オンライ
ン会議の活用等の取組を勧奨し、
その徹底を要請する。
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対策項目 準備期 初動期 対応期

④ ワクチン ・平時から予防接種に必要となる資
材の確保方法等の確認を行い、接
種を実施する場合に速やかに確保
できるよう準備する。

・ワクチン接種の円滑な実施が可能
となるよう、医師会等と連携し、
接種体制について検討する。

・接種会場や接種に携わる医療従事
者等の確保等、接種体制を構築す
る。

・接種の準備に当たっては、全庁的
な実施体制を確保する。

・必要な資材について、適切に確保
する。

・ワクチンの供給の滞りや偏在等に
ついては、地域間の融通等を行う。

・接種会場での接種が困難な者が接
種を受けられるよう、接種体制を
確保する。

・国が整備したシステムを活用し、
接種記録の適切な管理を行う。

・健康被害に対する速やかな救済を
実施する。

⑤ 保健 ・新型インフルエンザ等の発生に備
え、人材育成に努める。

・有事の体制への移行の準備状況を
適時適切に把握し、速やかに体制
を立ち上げる。

・県が実施する患者への食事の提供
等や濃厚接触者への必要なサービ
スの提供、またはパルスオキシ
メーター等の物品の支給に協力す
る。

⑥ 物資 ・新型インフルエンザ等対策に必要
な感染症対策物資等を備蓄状況等
を定期的に確認する。

・新型インフルエンザ等対策に必要
な感染症対策物資等の町の備蓄・
配置状況を確認する。

・新型インフルエンザ等緊急事態に
おいて、必要な物資および資材が
不足するときは、備蓄する物資お
よび資材を互いに融通する等、相
互に協力する。

⑦ 町民生活および地域経済の
 安定の確保

・官民連携の支援体制の確立や連絡
網を整備する等の速やかな連絡体
制を構築する。

・町民等に対し、生活関連物資等の
購入に当たっての適切な行動を呼
び掛ける。

・新型インフルエンザ等および同ま
ん延の防止に関する措置による心
身への影響を考慮し、必要な施策
を講ずる。

・町民生活および地域経済の安定の
確保のため、事業者に必要な支援
をする。
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